
11月定例市議会

　昨年1１月28日に開会し、市長が提出した26議案を
原案どおり可決等しました。また、議員が提出した
意見書 1 件を否決とし、1２月19日に閉会しました。
主な議案は次のとおりです。
《市長が提出したもの》
補正予算＝�令和 ７ 年度草津市一般会計補正予算（第

４ 号）など
条例案件＝�草津市議会議員の議員報酬および費用弁

償等に関する条例の一部を改正する条例
案など

一般議案＝�指定管理者の指定につき議決を求めるこ
とについてなど

人事案件＝�草津市公平委員会委員の選任につき同意
を求めることについて

《議員が提出したもの》
意見書＝�多様な民意を切り捨てる比例定数の削減に

反対する意見書（案）
問 �◦総務課（ ３階）☎561-2301、561-248３�
�◦議事庶務課（ ３階）☎561-2４１３、561-248５

所得税の還付申告はお早めに
　所得税の確定申告期間は、 2 月16
日㈪～ 3 月16日㈪です。草津税務署
では、この期間以前でも所得税の還
付申告の受付を行っていますが、事
前予約制ですので、ご注意ください。
国税庁ホームページの確定申告書等
作成コーナーからも申告できます。
　

◦�確定申告はスマホとマイナポー
タル連携でさらに便利に！

　�　確定申告書等作成コーナーでは、
画面の案内に沿って金額などを入
力するだけで、所得税、消費税、
贈与税の申告書や青色申告決算
書・収 支 内 訳 書 な ど の 作 成、
e-Taxでの送信ができます。自動
計算されるので、計算誤りがあり
ません。

・�操作しやすいスマホ専用画面
　�　確定申告書等作成コーナーでは、

所得税の全ての画面でスマホでも
操作しやすい専用画面が提供され、
スマホ申告がますます便利になっ
ています。
・スマホ用電子証明書に対応
　�　スマホ用電子証明書を利用する

ことで、マイナンバーカードをス
マホで読み取らなくても、申告書
の作成やe-Tax送信ができます。
利用者証明用電子証明書のパス
ワードは、スマホの生体認証機能
などを利用できます（機種によっ
て異なります）。スマホ用電子証
明書について、詳しく
は、デジタル庁ホーム
ページをご覧ください。

◦�マイナポータル連携とは？
　�　マイナンバーカードを利用して、

マイナポータル経由で、申告に必
要な各種証明書などのデータを一
括取得し、確定申告書の該当項目

へ自動入力する機能です。使用す
るには、マイナンバーカードとマ
イナンバーカード読取対応のスマ
ホ（またはICカードリーダライタ）
が必要です。また、マイナポータ
ルの利用者登録や、マイナポータ
ルとe-Ｔaxを連携するなどの事前
準備が必要です。詳し
くは、マイナポータル
連携特設ページをご覧
ください。

　※�収入関係や控除関係の情報は、
情報提供元が情報を登録された
後に連携が可能となりますので、
ご注意ください

問 �◦�草津税務署�
個人課税部門（大路二）�
☎562-1315（音声案内）

　◦�税務課 市民税係�
（ 1 階 9 番窓口）�
☎561-2309、561-2479

国税庁ホームページは
こちら

確定申告書等
作成はこちら

問 人権センター
　（大路二、キラリエ草津 3階）
　☎563-1177、563-7070

すべての人を大切にするまちに
私たちが選ぶモノの裏側は？「ビジネスと人権」の視点で暮らしを考える

　

私
た
ち
の
毎
日
の
生
活
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
企
業
が
生
み
出
す
商
品
や
サ
ー
ビ

ス
に
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ス
ー
パ
ー

に
並
ぶ
食
料
品
、
私
た
ち
が
着
る
服
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
と
い
っ

た
製
品
ま
で
、
そ
の
多
く
は
、
企
業
が

世
界
中
の
人
々
や
資
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関
わ
り
な
が

ら
作
り
上
げ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
企
業
活
動
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人
権
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実
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深
く
結
び
つ
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て
い
ま
す
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ニ
ュ
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な
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ビ
ジ
ネ
ス
と
人
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い
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こ
と
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え
て
き

ま
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ビ
ジ
ネ
ス
と
人
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、

企
業
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事
業
活
動
を
行
う
に
当
た
っ

て
、
全
て
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人
権
を
尊
重
し
、
人
権
侵

害
を
し
な
い
よ
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に
責
任
を
果
た
す
こ

と
を
指
し
ま
す
。

あ
な
た
が
買
っ
た
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品
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な
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も

人
権
が
あ
る

　

企
業
が
人
権
を
尊
重
す
る
と
い
う

と
、
自
社
の
従
業
員
の
こ
と
だ
け
を
考

え
る
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
そ
れ
だ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

例
え
ば
、
私
た
ち
が
何
気
な
く
購
入

し
た
商
品
の
原
材
料
が
、
遠
い
国
で
児

童
労
働
や
不
当
な
低
賃
金
に
よ
っ
て
作

ら
れ
て
い
た
と
し
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う

か
。
ま
た
、
工
場
が
環
境
を
破
壊
し
、

そ
の
地
域
の
住
民
の
健
康
な
生
活
を
脅

か
し
て
い
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
こ

れ
ら
は
全
て
、
企
業
の
活
動
が
原
因
で
、

誰
か
の
人
権
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
ケ
ー

ス
で
す
。

　

現
在
、
企
業
に
は
、
自
社
の
活
動
だ

け
で
な
く
、原
材
料
の
調
達
か
ら
製
造
、

販
売
に
至
る
ま
で
の
全
て
の
過
程（
サ

プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
と
呼
び
ま
す
）に
お

い
て
、
人
権
へ
の
悪
影
響
が
な
い
か
確

認
し
、
も
し
問
題
が
見
つ
か
れ
ば
、
そ

れ
を
解
決
す
る
責
任
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

な
ぜ
企
業
が
人
権
を
大
切
に
す
る�

�

必
要
が
あ
る
の
？

　

企
業
が
人
権
を
尊
重
す
る
こ
と
は
、

単
に「
良
い
こ
と
」だ
か
ら
行
う
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
人
権
を
守
る
こ
と
は
、

企
業
や
社
会
に
と
っ
て
も
、
未
来
に
わ

た
っ
て
持
続
可
能
な
活
動
を
行
う
た
め

の
土
台
で
す
。

◦
信
頼
の
向
上

　

人
権
を
大
切
に
す
る
企
業
は
、
消
費

者
や
取
引
先
、
投
資
家
か
ら
の
信
頼
を

得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◦
国
際
的
な
要
請

　

国
際
連
合（
Ｕ
Ｎ
）が
定
め
た「
ビ
ジ

ネ
ス
と
人
権
に
関
す
る
指
導
原
則
」な

ど
、
世
界
的
な
ル
ー
ル
と
し
て
人
権
尊

重
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

市
民
と
し
て
、
私
た
ち
が
で
き
る
こ
と

　

企
業
活
動
と
人
権
の
問
題
は
、
遠

い
ど
こ
か
の
話
で
は
な
く
、
私
た
ち

の
生
活
や
労
働
と
も
深
く
関
わ
っ
て

い
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
私
た
ち
が
買
う
商
品
が
、

ど
こ
で
、
誰
に
、
ど
の
よ
う
な
環
境
で

作
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
背
景
に
関

心
を
持
つ
こ
と
が
第
一
歩
で
す
。
フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
※

の
商
品
を
選
ぶ
な
ど
、

企
業
の
取
り
組
み
を
知
り
、
応
援
す
る

こ
と
も
行
動
の
一
つ
で
す
。

　

も
し
、
人
権
に
配
慮
し
て
い
な
い
と

思
わ
れ
る
企
業
が
あ
れ
ば
、
そ
の
問
題

に
つ
い
て
声
を
上
げ
た
り
、
人
権
を
尊

重
し
て
い
る
企
業
を
評
価
し
た
り
す
る

こ
と
も
大
切
で
す
。

　

こ
う
い
っ
た
行
動
は
、
巡
り
巡
っ
て
、

私
た
ち
が
社
会
で
働
く
際
に
も
、
自
分

の
人
権
が
守
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
つ
な

が
っ
て
い
き
ま
す
。

　
「
す
べ
て
の
人
を
大
切
に
す
る
ま
ち
」

の
実
現
は
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ（
持
続
可
能
な

開
発
目
標
）の
達
成
に
も
つ
な
が
る
、

行
政
や
企
業
だ
け
で
は
な
い
、
市
民
一

人
一
人
の
意
識
と
行
動
の
積
み
重
ね
に

よ
っ
て
成
り
立
ち
ま
す
。
私
た
ち
の
暮

ら
し
を
支
え
る
企
業
活
動
の「
人
権
」に

も
関
心
を
寄
せ
、
持
続
可
能
で
よ
り
良

い
社
会
づ
く
り
に
参
加
し
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

※�

立
場
の
弱
い
生
産
者
の
労
働
環
境
な
ど

に
配
慮
さ
れ
た
商
品
取
引
の
推
進
を
図

る
こ
と
に
よ
り
、
人
々
の
生
活
を
助
け

る
仕
組
み
の
こ
と

�日時・期間　所 �場所　対 �対象　定 �定員　￥ �費用（記載がない場合無料）他 �その他　申 �申し込み・応募方法　問 �問い合わせ先
〒 市役所への郵送は、〒525-8588 草津市役所〔課名など〕　☎・ �市外局番は「077」

人権擁護委員が決定しました
　鶴田真理子さんが法務大臣から人権擁護委員に委嘱されました。任期は １ 月 １ 日（木・祝）から令和10年
12月31日㈰までです。人権相談や啓発活動などを行います。 
問 �◦大津地方法務局 人権擁護課（大津市）☎522-4673、522-5317
　◦人権政策課（ 6階）☎561-2335、561-2488

2015年 9 月に国連サミットで採択された「誰一人取り残さない」を理念とする、国際社会共通の目標です。
先進国と途上国が一丸となって、目標の達成をめざします。市でも第 6 次総合計画で、SDGｓの視点を踏ま
えたまちづくりを進め、広報くさつでは、該当する記事にアイコンを表示します。

物価高対応子育て応援手当	
　 0 歳から高校 3 年生までのこどもに、 １ 人当たり 2 万円を支給します。対象者には案内を送付してい
ます。申請が必要な場合がありますので、詳しくは、案内か市ホームページをご確認ください。
対 �平成１９年 ４ 月 ２ 日～令和 8 年 3 月31日に生まれた児童	
問 �◦�こども家庭若者課（さわやか保健センター ２階）☎561-2364、561-6780
　◦こども家庭庁コールセンター ☎0120-252-071（平日 ９：００～18：00）
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